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学校法人関西金光学園 役員の報酬及び旅費に関する規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、学校法人関西金光学園（以下「本学園」という。）の役員の報酬、旅費、退

職金等について必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第１条の２ この規則における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１） 役員とは、理事及び監事をいう。 

（２） 常勤役員とは、本学園において勤務することが常態である者をいい、次号に該当する

職員理事を除く。 

（３） 職員理事とは、本学園の職員（学長、校長等を含む。）としての給与を支給している理

事をいう。職員が理事となったときは、職員としての身分は継続し、理事在任期間は職

員としての勤続年数に加える。 

（４） 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。 

（５） 役員の報酬等とは、報酬、賞与、退職金その他の役員としての職務執行の対価として

受ける財産上の利益であって、職員の給与規程及び退職金規則に基づくものを含まない。 

（６） 旅費とは、鉄道賃、航空賃、日当及び宿泊料をいう。また、交通費とは、鉄道賃及び

航空賃をいう。 

（７） 費用とは、役員としての職務執行に伴い生じる旅費（交通費、宿泊料等）及び手数料

等の経費をいう。 

 

（報酬等の支給及び算定方法等） 

第２条 役員に支給する報酬額は、次のとおりとする。 

（１） 常勤役員に対する報酬総額（年額、賞与を含む。）は、別表１のとおりとし、各役員の

報酬総額はその範囲内で、理事長が決定する。ただし、理事長の報酬額については、理

事会が決定する。 

（２） 職員理事に対する報酬の額は、別表第２のとおりとする。 

（３） 非常勤役員に対する報酬の額は、別表第３のとおりとする。 

２ 理事が評議員を兼ねる場合は、評議員にかかる報酬は支給しない。 

３ （削除） 

４ 新たに就任した役員のその月の報酬の額は、就任した日を起算日として、その月の暦日数を

基礎とした日割りによって１００円単位を切り上げて計算する。 

５ 役員が任期を満了し、辞任し又は解任されたときはその者に、死亡したときはその遺族に、

その月までの報酬を支給する。 

６ 役員の報酬は、前項に該当する場合を除き、毎月１７日（その日が土曜日又は休日に当たる

ときはその前日）に支給する。 
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７ 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人

名義の金融機関の口座に振り込むことができる。 

８ 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等

を控除して支給する。 

 

第３条 （削除） 

 

（出張旅費） 

第４条 役員が本学園の業務のために出張したときは、別表第４により、その費用を出張旅費と

して支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、常勤役員が本学園の業務のために出張したときは、旅費規程を準

用する。ただし、学園本部に所属する役員が関西福祉大学に出張する場合の日当については、

旅費規程に定める額の半額とする。 

３ 旅費は、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により旅行したときに支給する。 

 

（費用） 

第４条の２ 役員が本学園の業務のために旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。  

 

（退職金） 

第５条 役員の退職金は、原則として支給しない。 

 

（改廃） 

第６条 この規則の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会が行う。 

 

附 則 

この規則は、昭和６３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成３年２月１５日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成６年９月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１０年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１３年１２月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１５年１月３０日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１６年８月１日から施行する。 
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附 則 

この規則は、平成１８年１２月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

（退職金に関する経過措置） 

２ 第５条の改定規定を施行するにあたり、現に同条の規定による改定前退職金の規定（以下「旧

規定」という）の適用を受けていた役員等には、旧規定により平成２１年３月３１日までの退

職金額を算出し、それぞれ精算（支払）手続を行うものとする。なお、支払方法については、

別に定める施行要領による。 

附 則 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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別表第１（常勤役員の報酬） 

役職名 報酬の額 

理 事 長 年額１２，０００，０００円～１４，０００，０００円 

専務理事 年額 ５，７００，０００円～１１，０００，０００円 

常務理事 年額 ５，７００，０００円～１０，５００，０００円 

理  事 年額 ５，７００，０００円～１０，０００，０００円 

監  事 年額 ５，７００，０００円～１０，０００，０００円 

※ 常勤役員の報酬額の決定にあたっては、理事長が当該役員の職務内容及び職務経歴等を勘案

し、上記別表第１の範囲内で決定する。ただし、理事長の報酬額は、理事会が決定する。 

 

別表第２（職員理事の報酬） 

役職名 報酬の額 

職員理事 月額１５，０００円 

 

別表第３（非常勤役員の報酬） 

役職名 報酬の額 

非常勤役員 
理事長 月額５２０，０００円 

理事長以外の役員 月額 １５，０００円 

※ 非常勤役員には、賞与は支給しない。 

 

別表第４（旅費） 

区分 交通費（実費） 宿泊料 日当 

国内 
鉄道賃（グリーン料金） 

航空賃（普通運賃)  
１４，０００円 ４，０００円 

国外 

鉄道賃（国内に準じる） 

航空賃（ビジネスクラス） 

甲地方 １７，０００円 甲地方 ７，０００円 

乙地方 １４，０００円 乙地方 ６，０００円 

甲地方は 北米地域（メキシコ以南除く。）、欧州地域（旧ソ連地域除く。）､ 

中近東地域 

乙地方は 甲地方以外の地域 

※ 交通費は、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により旅行したときに支給する。 

 


